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平成 18 年度 第４回規約検討専門委員会(日の里まちづくり委員会)議事録 
 

平成 19 年 3 月 7 日（水） 

コミュニティセンター日の里会館 

19：30～ 

１． 協議会会長挨拶 

 

  本委員会の位置づけ、性格付けを次年度の委員に引き継ぎ、今年度審議した事は協議会の議題として      

提案していきたい。 

 

２．議事 

 

  ①新規程の内容確認 

 (1)日の里地区コミュニティ運営協議会ヘルス推進員設置規程 

 (2)日の里地区コミュニティ運営協議会青少年指導員設置規程 

  

   → 配布資料に第９条として活動費の項目を入れる。(事務局で対応) 

 

  ②日の里コミュニティ運営協議会役員選考規定 

  

 ●前年度の会長が翌年度に留任する際の役職の件 

  (1)本委員会の諮問案（副会長制）とは別に、役員会は対案（顧問制）を運営委員会に付議する方  

   向で検討したが、「事務工期」面で無理となり断念した。 

   必要に応じて平成１９年度の案件とする。 

  (2)平成１９年度に関して、事業活動の継続性の視点より、前年度の会長が翌年度の会長を支援で 

    きれば、実質的に問題とはならない。 

［参考］ 

①特別委員会と役員会は、それぞれ独立した組織となっているため、役員会は本委員会の諮問

案を否決・修正する「責任・権限」は存在しない。（協議会の規約、組織図を参照） 

②運営委員会（審議機関）の下位組織である、役員会は執行機関、本委員会は諮問機関として、

それぞれ独立している。 

 

  ③本委員会の諮問案（提出案件）の各種会議での報告・説明について 

  本委員会の諮問案を役員会、運営委員会へ報告・説明する際は、中立的な視点より、役員以外の

本委員会委員が出席して実施する。 

 

  ④来年度の事業計画概要（案） 

(1)個別案件の概要   ⇒ 別紙「平成１９年度個別案件一覧（案）」参照 

(2)委員会の体制と進め方の概要 

 

    →来年度最初の委員会で議論する。 

 

⑤情報開示、情報共有 

(1)日の里広報紙 

(2)日の里ホームページ（コーナの開設） 

 まちづくり実行委員会のコーナを「まちづくり委員会」に名称変更してそのまま利用する。 
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⑥構成 

 メンバーは後日編成。 

 

⑦次回の予定 

総会(5/13)の後日程調整 

 

 

 

平成 19 年３月７日 

出席者 

 麻生（２丁目）・内田（３丁目）・中村（４丁目）・吉原（４丁目） 

 吉田（９丁目）・古賀（９丁目）・松尾（９丁目）・波多江（副会長） 

 舩津（AP1 区） 

 市コミュニティ課：吉永  

 事務局：内藤 坪根(書記) 

 

欠席：青木（１丁目）・柳瀬（３丁目） 

   ・白石（２丁目）・出口（ＡＰ３区） 

 


